
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に

基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、

在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。ハローワー

クでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外

国人への再就職支援を行います。 

 

事業主の外国人雇用状況の届出義務 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) 抜粋 
 

 （外国人雇用状況の届出等） 
 第二十八条（抄） 

 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合に
は、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚
生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければな
らない。 

  

外国人労働者の雇入れ・離職の際には    
その氏名、在留資格などについて 
ハローワークへの届出が必要です 

●届出の対象となる外国人の範囲 

日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。 
 
※「特別永住者」（在日韓国・朝鮮人等）の方は、特別の法的地位が与えられており、本邦
における活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制
度の対象外とされておりますので、確認・届出の必要はありません。 

●届出の方法について 

外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者と
なるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異な
ります。  

① 雇用保険の被保険者となる外国人について届け出る場合 
                         → P.２～P.３をご確認ください。 

② 雇用保険の被保険者とならない外国人について届け出る場合 
                          → P.４をご確認ください。 

●届出事項の確認方法について 

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード、旅券（パスポート）又は
指定書などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。  
                          → P.６をご確認ください。 
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「19.在留資格」欄 
 在留カードの「在留資格」又は旅券(パスポート）上
の上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入して
ください。 
 在留資格が「特定技能」又は「特定活動」の場合に
は、以下のいずれかを記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜新しい「雇用保険被保険者資格取得届」の様式（様式第２号）＞ 

 ◆ 届出内容に変更があった場合は、外国人雇用状況届 
 出担当窓口にご相談ください。 

   例：事業所の移転､統合､廃止/在留資格の変更/被保険者の転勤など 

「備考」欄 
 すでに電子届出により届出済みの場合、「雇用状況
届出書（様式第3号）」によって届出済みの場合、又
は在留資格変更申請中の場合に記入してください。 
 ・電子届出によって届出済 
 ・様式第3号によって届出済 
 ・在留資格変更申請中 

 ｢17.被保険者氏名（ローマ字）｣欄 
 届出される外国人の方の氏名を、在留カードどおり
に記入してください。 

17～22欄 

●届出事項 

①氏名 ②在留資格※１ ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域  

⑦資格外活動許可の有無 ⑧在留カード番号（P.５参照） 

⑨雇入れに係る事業所の名称及び所在地など、取得届に記載が必要な事項 
 ※在留資格「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動類型を含む（以下同じ） 

●届出方法 

「17」～「22」欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハロー

ワークに提出することによって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったこ

とになります。 

 ただし、以下の場合は記入不要です。 

  ・ 外国人雇用状況届出の対象外となっている方 

   （特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の方） 

  ・「電子届出」（P.7）や「様式第3号」によって届出済みの方 

●届 出 先 

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク（公共職業安定

所）に届け出てください。 
（雇用保険被保険者資格取得届を届け出るハローワークと同様です） 

●届出期限 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と同様です。 

＜「雇用保険被保険者資格取得届」の様式（様式第２号）＞ 

特定技能１号（介護） 
特定技能１号（ビルクリーニング） 
特定技能１号（素形材産業） 
特定技能１号（産業機械製造業） 
特定技能１号（電気・電子情報関連産業） 
特定技能１号（建設） 
特定技能１号（造船・舶用工業） 
特定技能１号（自動車整備） 

特定技能１号（航空） 
特定技能１号（宿泊） 
特定技能１号（農業） 
特定技能１号（漁業） 
特定技能１号（飲食料品製造業） 
特定技能１号（外食業） 
特定技能２号（建設） 
特定技能２号（造船・舶用工業） 

● 届出の方法について ①-１《雇用保険被保険者資格取得届》 

雇用保険の被保険者となる外国人の場合（雇入れ時） 

特定活動（EPA） 
特定活動（高度学術研究活動）  
特定活動（高度専門・技術活動） 
特定活動（高度経営・管理活動） 
特定活動（高度人材の就労配偶者） 
特定活動（建設分野） 
特定活動（造船分野） 
特定活動（外国人調理師） 

特定活動（ハラール牛肉生産） 
特定活動（製造分野） 
特定活動（家事支援） 
特定活動（就職活動） 
特定活動（農業） 
特定活動（日系４世） 
特定活動（本邦大学卒業者） 
特定活動（その他） 
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現行 

特定活動（EPA） 
特定活動（高度学術研究活動）  
特定活動（高度専門・技術活動） 
特定活動（高度経営・管理活動） 
特定活動（高度人材の就労配偶者） 
特定活動（建設分野） 
特定活動（造船分野） 
特定活動（外国人調理師） 

特定活動（ハラール牛肉生産） 
特定活動（製造分野） 
特定活動（家事支援） 
特定活動（就職活動） 
特定活動（農業） 
特定活動（日系４世） 
特定活動（その他） 

●届出事項 

①氏名 ②在留資格※ ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域  

⑦資格外活動許可の有無 

⑧雇入れに係る事業所の名称及び所在地など、取得届に記載が必要な事項 
 ※在留資格「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動類型を含む（以下同じ） 

●届出期限 雇用保険被保険者取得届の提出期限と同様です。 



「18.在留資格」欄は、 
 在留カードの「在留資格」又は旅券(パスポー 
 ト）の上陸許可証印に記載されたとおりの内容
を 
 記入してください。 
 
 在留資格が「特定活動」の場合には、以下のい
ず 
 れかを記入してください。 

特定活動（EPA） 
特定活動（高度学術研究活動）  
特定活動（高度専門・技術活動） 
特定活動（高度経営・管理活動） 
特定活動（高度人材の就労配偶者） 

特定活動（建設分野） 
特定活動（造船分野） 
特定活動（外国人調理師） 
特定活動（ハラール牛肉生産） 
特定活動（その他） 

14～18欄 
「備考」欄は、 
 すでに電子届出によって届出済みの場合、在留
資 
 格変更申請中の場合に記入してください。 
 
 ・電子届出によって届出済 
 ・在留資格変更申請中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「雇用保険被保険者 資格喪失届・氏名変更届」の様式（様式第４号）＞ 

●届出事項 

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 

⑦在留カード番号（P.５参照）  

⑧離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項  

●届出方法 

表面の「住所（被保険者の住所又は居所）」欄の他、裏面の「14」～

「18」欄に 「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに

提出することで、外国人雇用状況の離職の届出を行ったことになります。 

 ただし、以下の場合は記入不要です。 

 ・ 外国人雇用状況届出の対象外となっている方 

 （特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の方） 

 ・ 「電子届出」（P.7）や「様式第3号」によって届出済みの方 

●届 出 先 

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク（公共職業安定

所）に届け出てください。 

（雇用保険被保険者資格喪失届を届け出るハローワークと同様です）   

●届出期限 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です。 

住所欄 

「備考」欄 
 すでに電子届出によって届出済みの場合、 
 在留資格変更申請中の場合に記入してください。 

「18.在留資格」欄 
 在留カードの「在留資格」又は旅券
(パスポート）上の上陸許可証印に記載
されたとおりの内容を記入してください。 
 
 在留資格が「特定技能」又は「特定活
動」の場合には、以下のいずれかを記入
してください。 

裏 面 

表 面 

 ｢14.被保険者氏名（ローマ字）｣欄 
届出される外国人の方の氏名を、在
留カードどおりに記入してください。 

14～18欄 

特定活動（EPA） 
特定活動（高度学術研究活動）  
特定活動（高度専門・技術活動） 
特定活動（高度経営・管理活動） 
特定活動（高度人材の就労配偶者） 
特定活動（建設分野） 
特定活動（造船分野） 
特定活動（外国人調理師） 
特定活動（ハラール牛肉生産） 
特定活動（製造分野） 
特定活動（家事支援） 
特定活動（就職活動） 
特定活動（農業） 
特定活動（日系４世） 
特定活動（本邦大学卒業者） 
特定活動（その他） 

特定技能１号（介護） 
特定技能１号（ビルクリーニング） 
特定技能１号（素形材産業） 
特定技能１号（産業機械製造業） 
特定技能１号（電気・電子情報関連産業） 
特定技能１号（建設） 
特定技能１号（造船・舶用工業） 
特定技能１号（自動車整備） 
特定技能１号（航空） 
特定技能１号（宿泊） 
特定技能１号（農業） 
特定技能１号（漁業） 
特定技能１号（飲食料品製造業） 
特定技能１号（外食業） 
特定技能２号（建設） 
特定技能２号（造船・舶用工業） 

雇用保険の被保険者となる外国人の場合（離職時） 

● 届出の方法について ①-２《雇用保険被保険者資格喪失届》 

・電子届出によって届出済 
・在留資格変更申請中 
             など 
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現行 

●届出事項 
①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域  

⑦離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項  

特定活動（EPA） 
特定活動（高度学術研究活動）  
特定活動（高度専門・技術活動） 
特定活動（高度経営・管理活動） 
特定活動（高度人材の就労配偶者） 
特定活動（建設分野） 
特定活動（造船分野） 
特定活動（外国人調理師） 
特定活動（ハラール牛肉生産） 
特定活動（製造分野） 
特定活動（家事支援） 
特定活動（就職活動） 
特定活動（農業） 
特定活動（日系４世） 
特定活動（その他） 



●外国人雇用状況届出書の見本 

●届出事項 

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域  

⑦資格外活動許可の有無 ⑧在留カード番号（P.５参照） 

⑨雇入れ又は離職年月日 ⑩雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等 
 ※⑦については雇入れ時のみの届出事項です。  

●届出方法 

外国人雇用状況届出書（様式第３号）に、上記①～⑩の届出事項を記載して

届け出てください。届出様式はハローワークの窓口で配布しているほか、厚

生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/07.html 

●届 出 先 
当該外国人が勤務する事業所施設（支店、店舗、工場など）の住所を管轄す

るハローワーク（公共職業安定所）に届け出てください。 

●届出期限 雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。 

雇用保険の被保険者とならない外国人の場合（雇入れ時・離職時） 

● 届出の方法について ② 《 外国人雇用状況届出書＜様式第３号＞》 
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 ｢①外国人の氏名（ローマ字）｣欄 
 届出される外国人の方の氏名を、在留カードどお
りに記入してください。 

届出事項を記入 

「② ①の者の在留資格」欄 
 在留カードの「在留資格」又は旅券(パスポー
ト）上の上陸許可証印に記載されたとおりの内容
を記入してください。 
 また、在留資格が「特定活動」の場合には以下
のいずれかを記入してください。 

特定活動（ワーキングホリデー） 
特定活動（EPA） 
特定活動（高度学術研究活動）  
特定活動（高度専門・技術活動） 
特定活動（高度経営・管理活動） 
特定活動（高度人材の就労配偶者） 
特定活動（建設分野） 
特定活動（造船分野） 
特定活動（外国人調理師） 
特定活動（ハラール牛肉生産） 
特定活動（製造分野） 
特定活動（家事支援） 
特定活動（就職活動） 
特定活動（農業） 
特定活動（日系４世） 
特定活動（その他） 

 ｢⑦ ①の者の資格外活動許可の有無｣欄 
 在留資格「留学」など資格外活動許可を受けるべ
き者である場合に記入してください。 

 ｢雇入れ年月日・離職年月日｣欄 
 届出期限内に離職した場合は、雇入れ年月日と離
職年月日の両方を記入してください。また、届出期
限内に複数回にわたって雇入れ・離職した場合は、
まとめて記入してください。 

 ｢雇入れ又は離職に係る事業所｣欄 
 外国人が就労する事業所（支店、店舗、工場な
ど）を記入してください。 
 なお、当該事業所が雇用保険適用事業所である場
合には、適用事業所番号を記入してください。 

 ｢主たる事業所｣欄 
 上記事務所が支店、店舗、工場などである場合に
は、本社や雇用保険適用事業所を記入してください。 

 派遣・請負労働者に係る届出の場合 
 派遣の場合、 「雇入れ又は離職に係る事業所」欄には
派遣先ではなく派遣元事業所を記入し、□に✓を入れて
ください。 
 会社が事業を請負い、就労場所が雇用された事業所と
異なる場合、「雇入れ又は離職に係る事業所」欄には雇
用された事業所を記入し、□に✓を入れてください。 

様式３号の記載の
仕方を追加 

現行 

●届出事項 

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域  

⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れ又は離職年月日 

⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等 
 ※⑦については雇入れ時のみの届出事項です。  

●届出方法 

外国人雇用状況届出書（様式第３号）に、上記①～⑨の届出事項を記載して

届け出てください。届出様式はハローワークの窓口で配布しているほか、厚

生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/07.html 

●届 出 先 
当該外国人が勤務する事業所施設（店舗、工場など）の住所を管轄するハ

ローワーク（公共職業安定所）に届け出てください。 

様式第３号（第10条関係）（表面）

姓 名 ミドルネーム

年 月 日

まで

年 月 日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第10条第

３項の規定により上記のとおり届けます。

雇入れ又は離職に係る事業所 雇用保険適用事業所番号

- -

ＴＥＬ
主たる事務所

ＴＥＬ

印

　　　　年　　　月　　　日

（名称）

（所在地）

氏名 印

社 会 保 険
労 務 士
記 載 欄

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏名

公共職業安定所長　殿

　　　　年　　　月　　　日 　　　　年　　　月　　　日

事業主

事業所の名称、
所在地、電話番号等

（名称）
①の者が主として左記以外

の事業所で就労する場合

（所在地）

雇入れ年月日
（西暦）

　　　　年　　　月　　　日 離職年月日
（西暦）

　　　　年　　　月　　　日

　　　　年　　　月　　　日 　　　　年　　　月　　　日

④①の者の生年月日
（西暦）

⑤①の者の性別

フリガナ（カタカナ）

①外国人の氏名
（ローマ字）

1 男　・　2 女

⑥①の者の国籍・地域
⑦①の者の資格外
活動許可の有無

1 有　・　2 無

雇 入 れ

　に係る外国人雇用状況届出書

②①の者の在留資格
③①の者の在留期間

（期限）
（西暦）

離 職

●外国人雇用状況届出書の見本 

必要事項を記入 

届出事項を記入 

「② ①の者の在留資格」欄は、 
 在留カードの「在留資格」
又は旅券(パスポート）上の上
陸許可証印に記載されたとお
りの内容を記入してください。 
 
 また、在留資格が「特定技
能」の場合には分野、「特定
活動」の場合は活動類型も記
入してください。 
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雇用保険の被保険者となる外国人の場合 

- 雇用保険被保険者資格取得届、資格
喪失届と一緒に、左の様式に在留
カード番号をご記入の上、ハロー
ワークに提出ください。  

- インターネットを通じた電子申請
「e-Gov(イーガブ)」※裏面ご参照）
をする場合も、左の様式に入力・添
付をして申請をお願いします。 

  ※当該様式(Excel)は、e-Gov上に掲載して

います。 

別様式での届け出は、雇用保険被保険

者資格取得届および資格喪失届が、様

式改正（在留カード番号記載欄が追

加）されるまでの暫定運用となります。

様式の改正は、令和２年度中を予定し

ています。 

 ◆ 在留カード番号の記載欄 

     在留カードの右上に記載されて

いる12桁（英字２桁ｰ数字８桁ｰ 

英字２桁）の番号を記載する。 

 

 

 

 

 

 

！ 

雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】

１．事業所番号

－ － 0

２．事業所名

３．在留カード番号記載欄

1 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 C D

2 A B 2 3 4 5 6 7 8 9 C D

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

個人別票の

枝番号

（※１）

被保険者番号

※はじめて雇用保険

の被保険者となる場

合は生年月日を記入

（※２）

氏名（ローマ字）

在留カード番号記載欄

（※在留カードの右上に記載されている12桁の英数字）

1 H010110 ABCDEF

2 S631023 GHIJKLM

数字 （８桁） 英字

４ ９ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ １

株式会社厚生労働商店

英字

記載例

● 在留カード番号の届出について 

  令和２年３月１日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の
届出において、在留カード番号の記載が必要となります。 

 外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場
合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。 

● 経過措置について 
 令和２年２月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、令和２年3月１日以降

も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができます。 

雇用保険の被保険者とならない外国人の場合 

 在留カード番号記載欄が様式に追加され
ます（P.4の見本の⑧欄）。     
 在留カードの右上に記載されている12桁
（英字２桁ｰ数字８桁ｰ英字２桁）の番号をご記
入ください。 
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新規追加。 

内容は既に使用しているリー
フレットから抜粋。 



① 氏名 

 日常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してください。

在留カードの①「氏名」欄には、原則として、旅券（パスポート）の身分事

項頁の氏名が記載されています。 

② 在留資格 

 在留カードの②「在留資格」又は旅券（パスポート）上の上陸許可証印

（※1）に記載されたとおりの内容を記入してください。 

 在留資格が「特定技能」の場合には分野を、また「特定活動」の場合には

活動類型を、通常、旅券に添付されている指定書（※2）で、それぞれ確認

し、届出用紙の在留資格記載欄に、以下のいずれかを記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 在留期間 
 在留カードの③「在留期間」欄に記載された日付又は旅券（パスポート）

上の上陸許可証印（※1）に記載されたとおりの内容を記入してください。 

④ 

⑤ 

⑥ 

生年月日  

性別   

国籍・地域 

在留カード又は旅券（パスポート）上の該当箇所を転記してください。 

⑦ 
資格外活動 

許可の有無 

 資格外活動許可を得て就労する外国人の場合は、在留カード裏面の⑦「資

格外活動許可欄」や資格外活動許可書（※3）又は旅券（パスポート）上の

資格外活動許可証印（※4）等で資格外活動許可の有無、許可の期限、許可

されている活動の内容をご確認ください。 

⑧ 在留カード番号 
 在留カードの右上に記載されている12桁（英字２桁ｰ数字８桁ｰ英字２桁）

の番号を記入してください。 

特定活動（ワーキングホリデー）  

特定活動（EPA） 

特定活動（高度学術研究活動）  

特定活動（高度専門・技術活動） 

特定活動（高度経営・管理活動） 

特定活動（高度人材の就労配偶者） 

特定活動（建設分野） 

特定活動（造船分野） 

特定活動（外国人調理師） 

特定活動（ハラール牛肉生産） 

特定活動（製造分野） 

特定活動（家事支援） 

特定活動（就職活動） 

特定活動（農業） 

特定活動（日系４世） 

特定活動（本邦大学卒業者） 

特定活動（その他） 

特定技能１号（介護） 

特定技能１号（ビルクリーニング） 

特定技能１号（素形材産業） 

特定技能１号（産業機械製造業） 

特定技能１号（電気・電子情報関連産業） 

特定技能１号（建設） 

特定技能１号（造船・舶用工業） 

特定技能１号（自動車整備） 

特定技能１号（航空） 

特定技能１号（宿泊） 

特定技能１号（農業） 

特定技能１号（漁業） 

特定技能１号（飲食料品製造業） 

特定技能１号（外食業） 

特定技能２号（建設） 

特定技能２号（造船・舶用工業） 

● 届出事項の確認方法について 

 外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード又は旅券（パスポート）な

どの提示を求め、届け出る事項を確認してください。 

 また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労す

る場合は、在留カードや旅券（パスポート）又は資格外活動許可書などにより、資格外活動

許可を受けていることを確認してください。在留カード等のコピーをハローワークに提出す

る必要はありません。なお、「特別永住者」（在日韓国・朝鮮人等）の方は、外国人雇用状

況の届出制度の対象外とされておりますので確認・届け出の必要はありません。 

届出事項の記載方法 
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現行 

① 氏名 

 日常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してくだ

さい。在留カードの①「氏名」欄には、原則として、旅券（パスポー

ト）の身分事項頁の氏名が記載されています。 

② 在留資格 

 在留カードの②「在留資格」又は旅券（パスポート）上の上陸許可

証印（※1）に記載されたとおりの内容を記入してください。 

 在留資格が「特定技能」の場合には分野を、また「特定活動」の場

合には活動類型を、通常、旅券に添付されている指定書（※2）で、

それぞれ確認し、届出用紙の在留資格記載欄に、以下のいずれかを記

載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 在留期間 

 在留カードの③「在留期間」欄に記載された日付又は旅券（パス

ポート）上の上陸許可証印（※1）に記載されたとおりの内容を記入

してください。 

④ 

⑤ 

⑥ 

生年月日  

性別   

国籍・地域 

在留カード又は旅券（パスポート）上の該当箇所を転記してください。 

⑦ 
資格外活動 

許可の有無 

 資格外活動許可を得て就労する外国人の場合は、在留カード裏面の

⑦「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書（※3）又は旅券（パス

ポート）上の資格外活動許可証印（※4）等で資格外活動許可の有無、

許可の期限、許可されている活動の内容をご確認ください。 

特定活動（ワーキングホリデー）  

特定活動（EPA） 

特定活動（高度学術研究活動）  

特定活動（高度専門・技術活動） 

特定活動（高度経営・管理活動） 

特定活動（高度人材の就労配偶者） 

特定活動（建設分野） 

特定活動（造船分野） 

特定活動（外国人調理師） 

特定活動（ハラール牛肉生産） 

特定活動（製造分野） 

特定活動（家事支援） 

特定活動（就職活動） 

特定活動（農業） 

特定活動（日系４世） 

特定活動（その他） 

特定技能１号（介護） 

特定技能１号（ビルクリーニング） 

特定技能１号（素形材産業） 

特定技能１号（産業機械製造業） 

特定技能１号（電気・電子情報関連産業） 

特定技能１号（建設） 

特定技能１号（造船・舶用工業） 

特定技能１号（自動車整備） 

特定技能１号（航空） 

特定技能１号（宿泊） 

特定技能１号（農業） 

特定技能１号（漁業） 

特定技能１号（飲食料品製造業） 

特定技能１号（外食業） 

特定技能２号（建設） 

特定技能２号（造船・舶用工業） 

届出事項の記載方法 



●インターネットでも外国人雇用状況届出の申請（電子届出）を行うことができます。 

「外国人雇用状況届出システム」で検索できるほか、ハローワークインターネットサービ

スの「事業主の方へのサービス」＞「外国人雇用状況届出について」＞「外国人雇用状況

届出」から利用することができます。 

※これまでに「様式第３号」の届出用紙により、一度でもハ

ローワークに届出を行ったことのある事業主の方は、イン

ターネット上からユーザＩＤ及びパスワードを取得すること

はできません。インターネットへの届出に変更される場合は、

お手数ですが、様式第３号を届け出たハローワークまでお問

い合わせください。 

１ 

４ 

６ 
５ 

２ 

３ 

在留カード例（表面） 

７ 

在留カード例（裏面） 

※1 上陸許可証印 ※2  指定書 ※3  資格外活動許可書 

７ 

７ 

※4 資格外活動許可証印 

３ 

２ 

確認のための書類（見本） 

インターネットによる届出について 

 在留カードは、中長期在留者（※５）に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期

間の更新などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。 

「在留カード」について 
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このバナーが目印です 

 出入国在留管理庁ホームページ上で、在留カードが

失効していないか確認することができます。偽変造が

疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの

地方出入国在留管理局にお問い合わせください。 

在留カード等番号失効情報照会 

https://lapse-immi.moj.go.jp/ 

８ 

※５  中長期在留者とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。 
 
①「３月」以下の在留期間が決定された人  ②「短期滞在」の在留資格が決定された人 
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人等  ④特別永住者  ⑤在留資格を有しない人 

１ 

４ 

６ 
５ 

２ 

３ 

在留カード例（表面） 

※５  中長期在留者とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。 
 
①「３月」以下の在留期間が決定された人  ②「短期滞在」の在留資格が決定された人 
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人等  ④特別永住者  ⑤在留資格を有しない人 

●インターネットでも外国人雇用状況届出の申請（電子届出）を行うことができます。 

インターネット上で「外国人雇用状況届出システム」で検索できるほか、ハローワークイ

ンターネットサービスの「事業主の方」又は「申請等をご利用の方へ」のページ内にある

「外国人雇用状況届出」から利用することができます。その他、大卒等就職情報WEB提供

サービスの「企業メニュー」からもリンクしています。 

このバナーが目印です 

※これまでに「様式第３号」の届出用紙により、一度でもハローワークに届出を行ったことのある  

 事業主の方は、インターネット上からユーザＩＤ及びパスワードを取得することはできません。 

 お手数ですが、様式第３号を届け出たハローワークまでお問い合わせください。 

インターネットによる届出について 

出入国管理及び難民認定法の改正により、平成24年７月９日から中長期在留者（※５）

に「在留カード」が交付されます。 

「在留カード」について 

現行 



●就労目的で在留が認められる外国人 

 これらの外国人は、各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能です。 

在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間 該当例 

教 授 
日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、
研究の指導又は教育をする活動 

５年、３年、 
１年又は３月 

大学教授等 

芸 術 
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動（この表の興行の
項に掲げる活動を除く） 

５年、３年、 
１年又は３月 

作曲家、画家、著
述家等 

宗 教 
外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗
教上の活動 

５年、３年、 
１年又は３月 

外国の宗教団体か
ら派遣される宣教
師等 

報 道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 
５年、３年、 
１年又は３月 

外国の報道機関の
記者、カメラマン 

高度専門職 
1号・2号 

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育
をする活動、日本の公私の機関との契約に基づいて行う 自然科学又
は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動、
日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は管理に
従事する活動など 

5年（1号）又は
無期限（2号） 

ポイント制による
高度人材 

経営・管理 

日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従
事する活動（この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなけれ
ば法律上行うことが出来ないとされている事業の経営又は管理に従事
する活動を除く） 

５年、３年、 
１年、4月又は 
３月 

企業等の経営者・
管理者 

法 律 ・ 
会 計 業 務 

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行
うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 

５年、３年、 
１年又は３月 

弁護士、公認会計
士等 

医 療 
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている
医療に係る業務に従事する活動 

５年、３年、 
１年又は３月 

医師、歯科医師、
看護師 

研 究 
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
（この表の教授の項に掲げる活動を除く） 

５年、３年、 
１年又は３月 

政府関係機関や私
企業等の研究者 

教 育 
 

日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、
養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれ
に準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 

５年、３年、 
１年又は３月 

中学校・高等学校
等の語学教師等 

技術・人文
知 識 ・ 
国 際 業 務 

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科
学の分野若しくは、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野
に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有す
る思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動（この表の教
授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、
企業内転勤、興行の項に掲げる活動を除く） 

５年、３年、 
１年又は３月 

機械工学等の技術
者、 
通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、
マーケティング業
務従事者等 

企業内転勤 
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業
所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所にお
いて行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 

５年、３年、 
１年又は３月 

外国の事業所から
の転勤者 

介 護 
日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が
介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 

５年、３年、 
１年又は３月 

介護福祉士 

興 行 
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活
動（この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く） 

３年、１年、 
６月、３月又は 
１５日 

俳優、歌手、ダン
サー、プロスポー
ツ選手等 

技 能 
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属す
る熟練した技能を要する業務に従事する活動 

５年、３年、 
１年又は３月 

外国料理の調理師、
スポーツ指導者、
航空機の操縦者,
貴金属等の加工職
人等 

特 定 技 能 
１号・2号 

日本の公私の機関との契約に基づいて行う特定産業分野（介護、ビル
クリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産
業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、
飲食料品製造業、外食業）に属する相当程度の知識若しくは経験を必
要とする技能を要する業務（1号）又は熟練した技能を要する業務
（２号）に従事する活動 

３年（２号）、 
1年、６月又は 
４月（１号） 

特定産業分野（左
記14分野（２号
は建設、造船・舶
用工業のみ））の
各業務従事者 

※在留資格ごとに在留期間が定められています（平成31年4月1日現在） 
※在留資格については、地方出入国在留管理局へお問い合わせください。 
 

在留資格一覧表 参 考 
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●身分に基づき在留する者 

これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、さまざまな分野で報酬を受ける活動が可能です。 

在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間 該当例 

永 住 者 法務大臣が永住を認める者 無期限 
法務大臣から永住の許可を受
けた者（入管特例法の「特別
永住者」を除く） 

日 本 人 の 
配 偶 者 等 

日本人の配偶者若しくは民法（明治二十九年法律
第八十九号）第八百十七条の二の規定による特別
養子又は日本人の子として出生した者 

５年、３年、１年又は
６月 

日本人の配偶者・実子・特別
養子 

永 住 者 の 
配 偶 者 等 

永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特
別永住者（以下「永住者等」と総称する）の配偶
者又は永住者等の子として日本で出生しその後引
き続き日本に在留している者 

５年、３年、１年又は
６月 

永住者・特別永住者の配偶者
及び我が国で出生し引き続き
在留している実子 

定 住 者 
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を
指定して居住を認める者 

５年、３年、１年、６
月又は法務大臣が個々
に指定する期間（５年
を超えない範囲） 

日系3世等 

●その他の在留資格 

在留資格 在留資格の概要 在留期間 

技 能 実 習 

研修・技能実習制度は、日本で開発され培われた技能・技術・知
識の開発途上国等への移転等を目的として創設されたもので、研
修生・技能実習生の法的保護及びその法的地位の安定化を図るた
め、改正入管法（平成22年７月１日施行）により、従来の特定
活動から在留資格「技能実習」が新設されました。 

法務大臣が個々に指定する期
間（２年を超えない範囲） 

特 定 活 動 
ＥＰＡに基づく外国人看
護師・介護福祉士候補者、 
ワーキングホリデーなど   

 「特定活動」の在留資格で日本に在留する外国人は、個々の許
可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定します。 
※届出の際は旅券に添付された指定書により具体的な類型を確認
の上、記載してください（P7※２を参照して下さい）。 

５年、４年、３年、2年、１
年、６月、３月又は法務大臣
が個々に指定する期間（５年
を超えない範囲） 

 ●就労活動が認められていない在留資格 

留学、家族滞在などの在留資格は就労活動が認められていません。 
～就労が認められるためには資格外活動許可が必要です～ 
 出入国在留管理庁により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週間当たり28時間以内など）   
 で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されます。 
 （例：留学生や家族滞在者のアルバイトなど） 

  外国人の雇用に関する参考情報  参 考 

生活支援関係 

外国人生活支援
ポータルサイト、
生活・就労ガイド
ブック 

外国人の方々か日本
で生活するために必
要な情報を掲載して
います。 

労働基準関係 

外国人労働
者向けモデ
ル労働条件
通知書 

労働条件をめぐるトラブル防
止のためご活用ください。 
（英語、中国語、韓国語、ポ

ルトガル語、スペイン語、
タガログ語、インドネシア
語、ベトナム語） 

外国語版モ
デル就業規
則 
 

就業規則をめぐるトラブル防
止のためご活用ください。 
（英語、中国語、ポルトガル

語、ベトナム語） 

外国人労働
者の安全衛
生対策につ
いて 

外国人労働者への安全衛生教
育の教材などを掲載していま
す。 

技能実習生
の労働条件
の確保・改
善のために 
 

技能実習生を雇用する際の労
働条件に関する留意点アドを
まとめています。 

雇用管理関係 

高度外国人材に
とって魅力ある
就労環境を整備
するために 雇
用管理改善に役
立つ好事例集 

高度外国人材が雇用管
理改善を望む事項につ
いてのアンケートやそ
れを踏まえた企業の取
り組みに対するヒアリ
ング調査を行い、好事
例をまとめています。 

留学生の採用定
着ベストプラク
ティス 
 

現行 

 ポイント制とは高度人材（就労が認められている外国人のうち、高度な資質・能力を有す

ると認められる外国人）の受入れを促進するため、高度人材に対しポイント制を活用した出

入国管理上の優遇措置を与える制度です。 

 制度の詳しい内容は法務省出入国在留管理庁のホームページを参照してください。 

高度人材に対するポイント制について 参 考 

新規追加 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/ginoujisyu-kakuho/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/ginoujisyu-kakuho/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/ginoujisyu-kakuho/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/ginoujisyu-kakuho/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000541599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000541599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000541599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000541599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000541599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000541599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000541599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000541599.pdf

